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大阪府内市町村の平成１８年度普通会計決算状況に

ついては、平成１８年度地方財政状況調査の結果をと

りまとめたものが本誌１１月号別冊資料集に掲載され

ている。本稿では、歳入総額の中の市町村税収入に

ついて、徴収実績の概況を紹介しつつ、若干の解説

を加えることとしたい。

なお、本稿において市町村税とあるのは、国民健

康保険税を含まないものである。

Ⅰ．市町村の決算

平成１８年度の府内市町村決算（普通会計）の規模

は、単純合計（政令市を含む。）で、

歳　入　　　３兆５,０１２億円

（前年度　３兆５,４８６億円）

歳　出　　　３兆４,８６３億円

（前年度　３兆５,４００億円）

となっている。これを前年度と比較すると、歳入は

１.３％減、歳出も１.５％減となっている。

平成１８年度の府内市町村の歳入決算の状況は第１

表のとおりである。

これによると、歳入総額３兆５,０１２億円の主な内容

は、市町村税１兆５,３５４億円（構成比４３.９％）、国庫

支出金４,９５１億円（同１４.１％）、諸収入２,８８７億円（同

８.２％）、地方債２,７７５億円（同７.９％）、地方交付税

２,２９７億円（同６.６％）、府支出金１,１６４億円（同３.３％）、

地方消費税交付金９６０億円（同２.７％）などとなって

いる。

市町村税収の増減率については、２.３％増となり、

昨年度に引き続き２年連続で上昇している。また、

歳入総額に占める市町村税収入額の割合（以下「税

収割合」という。）は４３.９％となり、前年度を１.６ポ

イント上回っている（第１図）。

それ以外の歳入についてみてみると、地方譲与税

や府支出金などで増となったものの、地方債や国庫

支出金などで減となっている。

主要な歳入に係る決算額の推移は第２図のとおり

である。

Ⅱ．市町村税収の状況

平成１８年度の税収割合は、前述したように、前年

度を１.６ポイント上回る４３.９％となっている。これ

は、歳入総額が前年度比１.３％減であったのに比べ、

市町村税は前年度比２.３％の増となったことによる。

これを府内市町村の団体区分別にみたのが第２表で

ある。これによると、都市（４７.２％）、大都市（４１.３％）、

町村（３８.４％）の順になっており、大都市で２.６ポ

イント、都市で０.３ポイントの増加となっているが、

町村では１.７ポイント減となっている。しかし、税収

割合が一番高い都市においても６年連続で５０％を割

り込んでいる。

なお、平成１８年度の税収割合別団体数は第３表の

とおりである。

（１）平成１８年度税目別市町村税収入額の特徴

前述したように、平成１８年度の市町村税の収入

市町村税収入の状況

歳入総額に占める市町村税収入額の割合

歳入決算

決算規模

はじめに

平成１８年度市町村税徴収実績の概況

大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４１－０３５１（内線２２２７））
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額は１兆５,３５４億円で、前年度より３４７億円の増収

となっている。増減率でみると２.３％の増加で、昨

年に引き続き前年度を上回る結果となった。

そこで以下では、平成１８年度の税目別市町村税

収入額（第４表、第３図）を基に、主要税目に係

る特徴を概観することとする。

①　市町村民税個人均等割及び所得割

個人均等割については、６５歳以上の者に係る

非課税措置の段階的廃止の影響等により、１１.０％

の増加となっている。また、所得割についても
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第１図　歳入別構成割合の推移

第１表　歳入決算額の状況
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定率減税の段階的廃止措置や老年者控除が廃止

された影響等により、８.７％（額にして３２８億

円）の増加となっている。

なお、所得割の伸長率を団体区分別にみると、

大都市で９.６％増、都市で８.２％増、町村で６.７％

の増となっている。

②　市町村民税法人均等割及び法人税割

法人均等割については、１.９％増となってい

る。法人税割については、企業収益の回復傾向

に伴い１８.６％（額にして３３６億円）の増加とな

っている。

なお、法人税割の伸長率を団体区分別にみる

と、大都市で２３.７％増、都市で６.５％増となっ

ているが、町村では２５.９％の減となっている。

③　（純）固定資産税及び都市計画税

（純）固定資産税については、４.６％（額に

して２９７億円）の減となっている。これは、地

価の下落により土地に係る税収が３.１％（額にし

て８６億円）減少したことに加え、建築資材等の

下落を反映した評価替えの影響により、家屋に

係る税収が７.２％（額にして２０６億円）減少した

ことが大きく影響しており、さらには、償却資

産についても、設備投資が抑えられる一方、既

存資産の償却が進んだことにより０.５％（額にし

て５億円）減少となったことによるものである。

なお、都市計画税についても、評価替え等の

影響により、５.１％（額にして６７億円）減少し

ている。

④　市町村たばこ税

市町村たばこ税については、平成１８年７月１

日以後の税率の引上げ及び手持ち品課税の影響

により、平成１８年度は３.２％（額にして２１億円）

の増加となっている。

（２）市町村税収入額の対前年度伸率の推移

主要税目に係る税収入額の対前年度伸率の推移

は第５表のとおりである。

市町村税収入総額の伸率については、市町村税

の基幹となる市町村民税と固定資産税の動向に大

きく左右される。市町村民税の伸率については、

個人分が８.７ポイント増、法人分が１６.１ポイント
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第２図　歳入別決算額の推移
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増となった。このため全体では１１.３ポイントの増

となり、前年度の５.３ポイント増より増加幅が大き

くなっている。一方、（純）固定資産税について

は、土地（３.１ポイント減）、家屋（７.２ポイント

減）、償却資産（０.５ポイント減）ともに減少した

ことにより、全体では４.６ポイントの減と前年度の

０.８ポイント減に比して大幅な減少となっている。

この様に、市町村民税と固定資産税の税収動向に

違いが見られたものの、市町村民税の増加が大き

く寄与し、税収入の合計では２.３ポイント増とな

り、２年連続で前年度を上回っている。

なお、市町村税収入総額と２大税目に係る収入

額の対前年度伸率を第４図に示している。

（３）地方財政計画における税収入額との比較

市町村税収入額の対前年度伸率と地方財政計画

による市町村税収入額の対前年度伸率を比較した

ものを第６表に掲げた。

これによると、平成１８年度における府内市町村

税収入額の対前年度伸率は、地方財政計画（２.２％

増）を０.１ポイント上回る２.３％増となっている。

これは主として、法人税割額の伸率が、地方財政

計画においては、１１.４ポイント増であるのに対し

府計で１８.６ポイント増となっていること等による。

（１）平成１８年度決算における税目別構成割合

平成１８年度の府内市町村税収入額の税目別構成

割合は、第５図のとおりである。税目別構成割合

の順位については、市町村民税が４３.６％（前年度

４０.０％）と最も高く、次いで（純）固定資産税の

４０.５％（前年度４３.４％）、都市計画税の８.２％（同

８.８％）、市町村たばこ税の４.５％（同４.５％）の順

となっている。その他の税目については、合計し

て３.２％（同３.３％）という状況になっている。

このように、市町村税の基幹税目である市町村

民税と（純）固定資産税の収入額を合わせると、

実に市町村税収入総額の８４.１％（前年度８３.４％）

を占めている。

なお、税目別構成割合を団体区分別にみると第

税目別構成割合
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第２表　歳入総額に占める市町村税収入額の割合

00自治大阪2007.11月号  07.11.22 11:32 AM  ページ 64



65自治大阪 ／ 2007 － 11

第４表　税目別市町村税収入額の推移

第３表　歳入総額に占める市町村税収入額の割合別団体数
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第３図　市町村税収入額の推移

第５表　主要税目に係る税収入額の対前年度伸率の推移
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第４図　市町村税収入額の対前年度伸率の推移

第６表　市町村税収入額の対前年度伸率比較表
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６図のとおりとなっている。

（２）構成割合の推移

税収入総額に占める税目別構成割合の推移は、

第７表のとおりである。これによると、市町村民

税は平成９年度以降その割合は低下傾向にあった

が、平成１５年度以降上昇に転じ、平成１８年度では

対前年度３.６ポイント増の４３.６％となった。固定

資産税については、平成１４年度以降その割合は

年々下降しており、平成１８年度においては、平成

９年度から９年ぶりに市町村民税の構成割合を下

回る４１.０％（前年度４４.０％）となっている。

Ⅲ．税負担の状況

府内市町村における住民１人当たりに換算した税

収入の状況は、第８表のとおりである。これは（注）

書にもあるように現年課税分及び滞納繰越分の収入

済額を、平成１７年１０月１日現在の国勢調査人口で除

して求めた額である。したがって、この額が直ちに

現実の税負担の水準を表すものではないことを、あ

らかじめお断りしておく。

市町村税全体では、大都市が２２４,０９７円（前年度

２１６,４３７円に対し３.５％増）、都市平均で１４２,３３３円（前

年度１４０,６４３円に対し１.２％増）、町村平均で１２９,３７３円

（前年度１３２,２４６円に対し２.２％減）となっており、府

内市町村平均で１７４,１３４円（前年度１７０,２０１円に対し

２.３％増）となっている。
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第５図　市町村税収入額の税目別構成割合

第６図　団体区分別市町村税収入額の税目別構成割合（単位：％）
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税目別に見た場合、市町村民税の法人分及び（純）

固定資産税については、大都市とそれ以外では、そ

の格差が非常に大きくなっている。

なお、大都市における「その他の税」の額が高い

のは都市計画税、事業所税などの影響によるもので

ある。

Ⅳ．税源拡充（超過課税）の状況

法人市町村民税については、府内で３２市３町が超

過課税を実施しているが、これに伴う平成１８年度の

増収額は、第９表のとおりである。これによると、

総額は３１３億６３百万円で前年度２６２億４２百万円と比較

して、５１億２１百万円、１９.５％増となっている。

実施団体の内訳は、法人均等割については１３市２

町である。法人税割については３２市３町となってお

り、資本の金額等の区分による不均一課税を併せて

実施している団体が１２市１町ある。

また、団体別の市町村税総収入額に占める超過課

税による増収額の割合は、最も高い団体で３.２％、最

も低い団体で０.２％、平均では前年度より０.３％高い

２.０％となっている。

なお、平成１９年度においては、岬町が固定資産税

の超過課税を府内で初めて実施している。

Ⅴ．徴収率の概況

平成１８年度における市町村税全税目に係る徴収率

（以下、便宜上「総合徴収率」という。）の状況は、

第１０表のとおりである。これによると、現年課税分

と滞納繰越分を合わせた府計では、平成１４年度まで

は１２年連続で低下していたが、平成１５年度で下げ

止まり、平成１６年度で上昇に転じ、平成１８年度で

は９４.０％（対前年度０.７ポイント上昇）となっている。

これを団体区分別にみると、大都市で０.７ポイン

平成１８年度　徴収の状況
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第７表　税収入総額に占める税目別構成割合の推移

第８表　住民一人当たり税収入額 第９表　法人市町村民税の超過課税による増収額
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第１０表　総合徴収率の状況

第１１表　主要税目の徴収率の推移

第１３表　徴収率の段階区分別団体数
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第１２表　総合徴収率順位表
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ト、都市で０.５ポイント、町村においても０.４ポイン

ト上昇している。

平成１７年度において団体区分別に全国における数

値と比較すると、府内の大都市では全国平均を１.１ポ

イント下回るものの、都市では１.１ポイント、町村で

は１.４ポイントそれぞれ上回っている。

なお、全国と府（除政令市）の総合徴収率の推移

は第７図のとおりである。

主要税目ごとの徴収率の推移は第１１表のとおりで

ある。これによると、現年課税分、滞納繰越分の別

に前年度と比較した場合、現年課税分では、市町村

民税は０.３ポイント下降しているが、（純）固定資産

税が０.２ポイント、軽自動車税が０.３ポイントそれぞ

れ上昇していること等から、全体では０.１ポイントの

上昇となっている。

滞納繰越分では、市町村民税が１.９ポイント上昇し

ていること等から、全体では１.６ポイントの上昇とな

っている。

なお、平成１７年度において府計と全国計とを比較

してみると、現年課税分については、軽自動車税が

全国計を１.９ポイント下回っているものの、市町村民

税及び（純）固定資産税は上回っており、全体では、

０.１ポイント上回っている。

また、現年課税分及び滞納繰越分の合計について

も、軽自動車税が全国計を５.１ポイント下回っている

ものの、市町村民税が０.７ポイント上回っていること

等から、全体では０.６ポイント上回っている。

府内市町村を現年課税分と滞納繰越分を合わせた

総合徴収率の順に並べたのが第１２表である。

これによると、平成１７年度から平成１８年度にかけ

て順位が５位以上上昇しているのが４市、５位以上

下落したのが１市１村となっている。また、３５団体

と大半の市町村において総合徴収率が上昇した反面、

４団体は前年度を下回る結果となった。

なお、市町村ごとの総合徴収率による段階区分は

第１３表のとおりであり、９０％に満たない団体が前年

度の９団体から６団体に減少している。

市町村ごとの現年課税分と滞納繰越分の総合徴収

率の相関は第８図のとおりである。これによると、

現年課税分、滞納繰越分ともに府平均（除政令市）

を上回っている団体は１０団体（前年度５団体）、と

もに下回っている団体は９団体（同１４団体）となっ

ている。

Ⅴ．おわりに

以上、平成１８年度における市町村税の徴収実績を

掲載するに当たって、その概況について若干の説明

を加えた。

府内の市町村税収は、評価替え等による固定資産

税の減収が見られるが、定率減税の段階的廃止や老

年者控除廃止の影響による所得割及び景気持ち直し

の影響による法人税割の増収等によって、２年連続

の増収となった。

現年課税分と滞納繰越分を合わせた総合徴収率は、

大半の市町村（３５団体）において前年度を上回り、

全体では前年度比０.７ポイント増の９４.０％となった

が、依然として厳しい状況が続いている。

ところで、平成１９年度の税収の途中経過（平成１９

年７月末現在の現年課税分の調定済額）を前年同期

と比較すると、市町村民税については１３.６％の増加

となっている。内訳としては、所得割が１７.０％と大

幅な増となり、法人税割についても３.３％増となって

いる。また、（純）固定資産税については、土地は

０.４％減少しているものの、家屋が３.５％、償却資産

が１.７％増加しているため、（純）固定資産税全体で

１.６％増加している。このように、景気の持ち直し

や税制改正の影響により税収が伸びているが、主た

る要因は税源移譲であり、市町村民税を除いた市町

村税で見てみると、大幅な税収の伸びを期待するこ

とは難しい。

税源移譲により、個人住民税所得割の額が１０％比

例税率となったことから、個人住民税所得割の額が

市町村別の徴収率の状況

税目別の徴収率の状況
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所得税の額よりも大きくなる納税者の割合が、税源

移譲前の１～２割程度から８～９割程度と大幅に高

まり、住民が地方税の「重み」と「痛み」を感じ、

税に対する意識・関心をますます強く持つようにな

るであろう。

こうした中にあっては、適正な課税事務の執行は

もとより、更なる徴収の強化が求められるところで

あり、滞納整理事務の強化促進や、民間委託等を活

用した効率的かつ効果的な徴収方策の研究実践とと

もに、コンビニ収納やクレジット収納といった収納

機会の拡大にも取り組むなど、税に対する住民の理

解と信頼を確保することが極めて重要な課題である。
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第７図　全国と府（除政令市）の総合徴収率の推移

第８図　平成１８年度　現年課税分と滞納繰越分の徴収率
の相関図

00自治大阪2007.11月号  07.11.22 11:32 AM  ページ 73


